
 

 

 

 

 

 

 

 

 私達の生活は、豊かさと便利さのために、貴重な天然資源を使っ

て「大量生産」し、それを「大量消費」し、そして「大量廃棄」し、

たくさんのごみを生み出しました。 

 その結果、天然資源の枯渇や環境汚染、地球温暖化、生態系への

影響などの様々な環境問題が生まれ、人間の生活や生命にも大きな

影響を与えるようになってきました。 

 こうした問題を解決しながらも豊かな社会を維持するためには、

「使い捨て型社会」から抜け出し、「循環型社会」に変えていかな

ければなりません。 

 そのために、私達ひとりひとりが毎日の生活の中で身近に取り組

むことができる、ごみを発生させない「Reduce：リデュース」、

捨てずにくりかえし使う「Reuse：リユース」、再び資源として

活用する「Recycle：リサイクル」の３つの R が大切になります。 

 

 

 

 天草市 
（共通版） 

この冊子の内容を動画(30 分程度)でも 

見ることができます。左の QR コード 

よりアクセスのうえ、ご視聴ください。 

※別途通信料が必要になりますので、 

Wi-Fi 環境での視聴をおすすめします。 
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 ３Ｒで最も優先すべき行動は、「そもそもごみを発生させないリ

デュース」、次に「まだ使える物は捨てずにくりかえし使いごみに

しないリユース」、最後が「再び資源として活用するリサイクル」

になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース：ごみの発生を抑制する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低 高 優 先 順 位 

Ｒｅｃｙｃｌｅ 

Ｒｅｕｓｅ 

Ｒｅｄｕｃｅ 
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２．Ｒｅｕｓｅ（リユース：くりかえし使う） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル：再生利用） 
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ペットボトル 
 

 

                 

                ・このマークが付いている物。 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペットボトルの出し方 

① フタをはずす 

② 水ですすぐ 

③ フタの出し方 

(1)小さい袋にまとめる 

(2)こぶし程度の大きさにする 

(3)プラマーク容器包装類に出す 

※大きくなり過ぎる

と、リサイクル工場で

資源化できない物とし

て扱われてしまう 

 

つぶさない 

御所浦地区は、 

ラベルをはがす 

【出すときの注意点】 
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ペットボトル？プラマーク容器包装類？ 

 ペットボトルは、ＰＥＴ樹脂という素材で作られています。し

かし、同じＰＥＴ樹脂で作られた物でも、ペットボトルとしてリ

サイクルする物とプラマーク容器包装類としてリサイクルする物

があります。 

 具体的には、ＰＥＴ樹脂の物でも下表の様に分けることになっ

ておりますが、確実に見分けるためには、  このマークが付い

ているかを確認しましょう。 
 

ペットボトルとして 

リサイクルする物 

プラマーク容器包装類として 

リサイクルする物 

①清涼飲料、②果汁飲料、 

③酒類、④乳飲料等、 

⑤しょうゆ、⑥しょうゆ加工品、 

⑦みりん風調味料、 

⑧食酢、⑨調味酢、 

⑩ノンオイルのドレッシングタイ

プ調味料 

①食用油脂を含むもの（食用油、

油分を含むドレッシング等）、 

②香辛料の強いもの（ソース、 

焼肉のたれ等）、 

③非食品用途全般（化粧品、 

洗剤、シャンプー、医薬品等） 

 

 

 ペットボトルとしてリサイクルできる物は、

国の基準で、「食用油脂を含まず、簡易な洗浄

で内容物と臭いを除去できるもの」と決められ

ています。 

 では、左の２つのボトルはどうでしょうか？

答えは、しょうゆがペットボトル、焼肉のタレ

がプラマーク容器包装類になります。 
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発泡スチロール・白色発泡トレー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発泡スチロール 

・牛深、御所浦、天草、河浦 

地区は、白色だけ出せる 

・その他の地区は、色付きも 

出せる 

白色発泡トレー 

・白色だけ出せる 

・白以外の色や柄付のトレーは 

プラマーク容器包装類に出す 

発泡スチロール・白色発泡トレーの出し方 

① ラベルやシール、ラップ

をはずす 

② 汚れている物は水洗いする 
 

 

洗っても汚れが 

とれない物は、 

ごみとして地区 

ごとの分別方 

法で出す 

薄手の緩衝材 

果物などの緩衝材 

色・柄付きのトレー 

発泡スチロール製でも、これらはプラマーク容器包装類に出す 

【出すときの注意点】 
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発泡トレー？プラスチックトレー？ 

 白色発泡トレーは、発泡スチロール製か 

プラスチック製か分かりにくい物があります。

見分け方は次のとおりですが、どちらか分から 

ないときはプラマーク容器包装類に出す。 
 

【発泡スチロール製の場合】 

 ・表面がザラザラしている 

 ・柔らかくて爪で穴をあけたり、簡単に割ることができる 

 ・白色発泡トレーに出す 

【プラスチック製の場合】 

 ・表面がツルツルしていて、光沢がある 

 ・プラマーク容器包装類に出す 
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プラマーク容器包装類 
 

・食品・日用品などの商品が入っている下の写真のような 

プラスチック製の袋や容器のこと。 

・   このマークがついている物。 

・商品そのものがプラスチック製でも、容器包装ではないので 

対象にならない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お菓子などの袋・レジ袋 

洗剤やシャンプー 

などのボトル 

ペットボトル・洗剤・ 

シャンプーなどのふた 

カップ類 

色付き食品トレー 

豆腐パック、使い捨て弁当箱、卵パック、緩衝材など 
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プラマーク容器包装類の出し方 

① ラップをはずす 

（ラップは、ごみとして地区

ごとの分別方法で出す） 

 

② ラベルやシール、テープ

をできるだけはがす 

 

はがし残しは 

そのままでよい 

③ 洗って汚れを落とす 

※ 汚れがひどい物、洗って

も油や汚れがとれない物

は、ごみとして地区ごとの

分別方法で出す 

油分を洗剤などで洗

い流す。 

油分が残っている物

は、ごみとして地区

ごとの分別方法で出

す。 

プラスチック製 

食用油容器 

 

アルミコーティング 

された物も出せる 

【出すときの注意点】 

注意 
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プラスチック製のキャップや小さい物の出し方 

① 小さい袋にまとめる 

② こぶし程度の大きさにする 

※ 大きくなり過ぎると、リサイクル工場で

資源化できない物として扱われてしまう 

 

プラマーク容器包装類の収集箱への入れ方 

① 袋にまとめて入れたままにしないで、袋から中身を出す。 

② 袋の口を開けているだけではダメ。 

③ 風などで飛ぶときは、収集箱のフタを閉める。 

▲袋にまとめて

入れたままでは

ダメ！ 

▼中身を出して

収集箱に入れる 

▲口を結ばなくても、

このままでは収集箱に

入れてはダメ！ 

【袋にまとめたままではダメな理由】 

① 袋にまとめたままでは、リサイクル工場で 

異物として取り扱われてしまう。 

 ② 袋の中に、紙や缶などの異物、カミソリや 

電池などの禁忌品が混入してしまう。 

注意 
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プラスチックでも資源にできない物？ 

 プラスチックでできた物でも、プラスチック製品などの容器包

装でない物は資源物にならないので、ごみとして地区ごとの分別

方法で出す。 

使い捨てスプーン・ 

フォーク・ストロー 

おもちゃ 

ＰＰバンド・ 

荷造りヒモなど 

バケツ プランター 

ハンガー 

歯ブラシ 

 次の物は感染性や危険性があるため絶対にプラスチック製容器包

装に出してはいけない。ごみ収集やごみ処理場で爆発や火災の危険

があるほか、作業員の安全確保のためにもご協力をお願いします。 

プラマーク容器包装類に絶対に出してはいけない物 

ライター 

→拠点回収 びん 

→びん類 

※ 紙類をしばっている 

ヒモ等は、はずさなく 

て良い 

ヤクルト 

などのフタ 

注意 

・使い捨てマンガン、アルカリ 

乾電池→乾電池、拠点回収 

・充電式電池→拠点回収(P26) 

・ボタン電池 

→市では回収できません。(P26) 

カミソリ・ヒゲソリ 

→燃やせないごみ 
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空き缶類 

 

       左のマークが付

いた飲料、缶詰、ミルク缶など

の金属製の缶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き缶類の出し方 

① フタ付の缶は

フタをはずす 

② 水ですすぐ 
つぶさない アルミ缶とスチー

ル缶を分ける必要

はない 

【出すときの注意点】 

ジュースやジャムなど

のフタは、中にプラスチ

ックが使われているので

燃やせないごみに出す 

混ぜたままでＯＫ 

缶詰のフタは 

空き缶類に出す 

【フタの出し方】 
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お菓子などの大きい缶の出し方 

 折り曲げずに、そのまま出してください 

 

ペンキなどの塗料の缶やオイル缶はリサイクルすることができま

せん。使い切ってから燃やせないごみに出す。 

ペンキ缶 オイル缶 

【空き缶類として出せない物】 

注意 
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ビン類 
 

  ビン類は、次の４種類に分けて、種類ごとに収集箱に入れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 生きビン 

  生きビンとは、繰り返し使用

するビンのことで、主に一升ビ

ンやビールビンなど、お店が引

き取ってくれるビン。 

② 透明のビン 

無色透明のビンや、白色で半透明の

ビン。白色でも中が見えない物や、半

透明でも青や赤など色が付いている物

は④その他の色のビンになる。 

③ 茶色のビン 

  生きビンにはならない

茶色のビン。 

④ その他の色のビン 

 ①～③のどれにも当てはまらな

いビン。 
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ビン類の出し方 

① フタをはずす 

② 水ですすぐ 
【ビン類として出せない物】 

ビンのフタで、中にプラ

スチックが使われている物

は燃やせないごみに出す 

【フタの出し方】 

とれなかった 

フタ部分は、 

そのままでよい 

プラスチック部分 

酢・みりんなど 

調味料のフタ 

全体がプラスチックで

できているので、プラマ

ーク容器包装類へ 

油が入って 

いたビン 

割れたビン 哺乳ビン 

化粧品のビン 

コップなどのビンでは

ないガラス製品 

燃やせないごみに出す 
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紙類 
 

紙類は、次の５種類に分けて、①②⑤のみヒモでしばり、種類

ごとに収集箱に入れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 新聞・チラシ 

・ 新聞とチラシは一緒に出せる。 

・ 右写真の様に２つ折りサイズにする。 

 

② ダンボール 

・ 金具やテープ、シールをはがす。 

・ 厚紙などを混ぜない。 

※ 汚れたり濡れたりしたものは 

燃やせるごみに出す。 

【ダンボールの見分け方】 

ダンボールは、断面が 

右図の様になっている。 

※縦横 90cm 

以内になるように 

折り曲げる。 

④ その他紙パック 

・ 牛乳以外の飲料が入って 

いた飲料用パックが対象。 

・  出し方は、③と同様。 

・  アルミやプラスチック 

でコーティング 

されたものも 

対象。 

③ 牛乳パック 

・ 水洗いして、乾かす。 

・ プラスチックの注ぎ口など

は取り除く。 

・ 下写真の様に開く。 
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※雨天時や出し忘れたときなどは、市役所本庁・各支所の 

拠点回収を利用することもできます。 

⑤ その他の紙 

・ 名刺サイズ以上のものから、ひとまとめにして出せる。 

・ 覆っているビニールや付録などは取り除く。 

・ ホッチキスやノートの糸ははずさなくてよい。 

・ 個人情報が記載された部分は切り取るなど、個人情報 

  が漏れないように注意すること。 

・ 汚れている物、飲料パック以外で濡れた物（一度濡れ 

てしまったら乾かしてもダメ）は燃やせるごみに出す。 

雑誌、冊子、ノート、封筒、 

コピー用紙、厚紙(お菓子・ 

おもちゃの箱など) 

 

トイレットペーパーや 

サランラップの芯 

切って開くか、つぶして平ら 

にして出す。硬くて平らにで 

きない物は、紙袋に入れ散ら 

ばらないようにして出す。 

紙製のたまごパック 

紙製の果物の緩衝材 

（色が濃いものは対象外） 
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布類 
 

① 「まだ着れる衣類（古着）」と「工業用の雑巾（ウエス）とし

て利用できる物」に分ける。 

② ヒモでしばって出す。 

※ ボタン・チャック等ははずさなくてよい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① まだ着れる衣類（古着） 

 汚れたり破れたりしていないで、そのま

ま着用できる衣類。 

② 工業用雑巾として利用できる物 

 シーツ、タオル、綿製の肌着など水分を吸

い取る材質の物。 

【布類として出せない物】 

ごみとして地区ごとの分別方法で出す 

①汚れている物、②濡れている物、 

③ビニール・ゴム製の物、 

④毛糸でできた物で古着にならない物、 

⑤ワタが入った物で古着にならない物、 

⑤ふとん・毛布・枕、⑥座布団、 

⑦カーテン類など 
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ガス缶・スプレー缶 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガス缶・スプレー缶の出し方 

カセットボンベや

ヘアスプレー缶、制

汗剤の缶など。 

② 中身を使いきる 

 

③ 穴をあける 

※ ハサミや鎌などで穴をあける

と、ガスに引火・ケガなど危険

なので絶対にしない。 

カラースプレー

など塗料の缶は

リサイクルでき

ないので燃やせ

ないごみに出す 

① フタをはずす 

はずしたフタはプラマ

ーク容器包装類に出す 

注意 

右図のような器具を 

使って穴をあける。 
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乾電池 
 

水銀が使用されていない

使い捨てのマンガン電池と

アルカリ電池が対象。 

拠点回収にも出すことができます。        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンガン乾電池 アルカリ乾電池 

ボタン電池 

→市では回収できません。電気店など

の購入店や回収店にご相談ください。 

充電式電池 

→「小型充電式電池」として     
拠点回収に出してください。 

 

携帯電話やデジカメなどのバッテリー 
（ニッカド電池、ニッケル水素電池、 
リチウムイオン電池など） 

→「小型充電式電池」として     
拠点回収に出してください。 

【乾電池として出せない物】 

出し方の詳細は P23～24、回収場所一覧は P26 に記載 
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食用油 

 

天ぷらや唐揚げなどに使用した食用油 

 

① 右の写真の収集容器に入れる。 

② 油を入れてきた容器は持ち帰り、

再利用するか、洗ってプラマーク

容器包装類に出すか、ごみとして

地区ごとの分別方法で出す。 

 

蛍光灯・白熱灯 
 

蛍光灯・白熱灯であれば、形状は直管型、

丸型、電球型などの何でもよい。 

 

① ダンボールなどの包装材を外す。 

② 割れないように注意して収集箱に入れる。 

※ 割れている物、ＬＥＤ灯→燃やせないごみ 

 

 

油を運ぶのに使った

容器は持ち帰る 

【出すときの注意点】 
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生活金物類 
 

 金属製の調理器具、水筒、ホーロー製など 

※ 「プラスチック製の物」、「包丁などの刃物」、「電気製品類

やガス器具類」、「陶磁器製の茶碗・皿・湯呑」、「ガラス製の

コップなどの食器類」は金物ではないので、ごみとして地区ごと

の分別方法で出す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活金物類の出し方 

① 洗って汚れを落とす ② 取っ手や持ち手などは、

はずさなくてよい。 

ホーロー製品 

生活金物類の例 
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小型家電 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

① 回収ボックスに入るサイズ（四方 23cm 以内、厚さ 12cm 

以内）の家電製品であること。 

② 個人情報を削除し、電池やバッテリーを取る。 

③ 壊れていても出せる。 

※ 家電リサイクル法対象家電（洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・ 

冷凍庫、エアコン、テレビ）は出せない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デジカメ ビデオカメラ 
携帯音楽 

プレーヤー 
ポータブル 

DVD プレーヤー 

携帯ラジオ 携帯テレビ 

小型ゲーム機 

電子辞書 電卓 

ＨＤＤ リモコン 

携帯電話 電子体温計・血圧計 

アダプタ・コード類、延長コード 

 市役所本庁、各支所、各地区コミュニティ

センター（旧公民館）、各出張所などの拠点

に設置してある右写真の回収ボックスで、小

型の家電製品を回収している。 

小型家電製品の例 

小型家電の出し方 
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小型充電式電池 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

① 小型充電式電池を電子機器から取り外すこと。 

② ショートによる発熱・発火を防止するため、電池の金属端子部

分が露出しないように絶縁用ビニールテープで覆い固定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子たばこ 

小型充電式電池が使われている電子機器 

 市役所本庁、各支所、各地区コミュニティセン

ター（旧公民館）、各出張所などの拠点に設置し

てある右写真の回収ボックスで、小型充電式電池

（ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオ

ン電池）を回収している。  

小型充電式電池の出し方 
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例１ 

例２ 

例３ 



- 25 - 
 

水銀体温計・血圧計 
 

小型家電と同じ拠点の回収ボッ

クスで回収している。 

 

○ ケースや透明な袋に入れる。 

※ 割れた体温計や血圧計本体は燃やせないごみに出す。濡れた

水銀は下図の様に出す。 

 

【 水銀体温計・血圧計が割れたときは 】 

割れたときは、マスク・ゴム手袋などをはめて、

漏れた水銀を直接触ったり、吸い込んだり、飲み

込んだりしないよう注意しながら、左図の様に袋

に入れて容器に密閉して拠点回収ボックスに出す。 

       出す際には、市民環境課まで連絡する。 

 

使用済みライター 
 

 小型家電や水銀体温計などと同じ 

拠点の回収ボックスで回収している。

完全に使い切ってから出す。 

水銀体温計・血圧計の出し方 
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充電式電池(ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池)・ボタン型電池拠点回収一覧 

拠点名称 住所 電話番号 充電電池 ボタン 

あさひ補聴器 天草店 太田町 21-13 テラモトビル 101 22-6355   ○ 

㈲天野家電 栄町 12-24 23-9148 ○   

イオン 天草店 亀場町食場 740 27-6767 ○   

㈲浦本デンキ店 牛深町 1158-5 72-2402 ○   

㈱エディオン 牛深電化センター 牛深町 243-2 73-2419 ○ ○ 

㈱エディオン 松下電機店 本渡町本戸馬場 3030-3 23-5920 ○ ○ 

九州テックランド天草店 亀場町食場 722 22-7111 ○ ○ 

熊電施設 天草支店 東浜町 16-13 22-4171 ○ 

ケーズデンキ天草店 亀場町食場 968-1 32-7377 ○ ○ 

コメリ 五和店 五和町御領 8807-1 32-0777 ○ ○ 

コメリ 河浦店 河浦町白木河内 2127-2 74-8066  ○ 

コメリ 志柿店 志柿町 6325-35 22-5833  ○ 

コメリ 天草栖本店 栖本町馬場 2563-31 63-8588  ○ 

コメリ 本渡店 亀場町食場 831-1 24-3255  ○ 

サンキョウデンキ 亀場町亀川 281-3 22-2860 ○ ○ 

サンライフ 21 倉岳町宮田 1379-1 64-2029 ○  

正和電機㈱ 中央新町 11-3 24-2151 ○   

田中電器 新和町小宮地 534-1 46-3595 ○   

ナフコ 本渡店 北原町 5-42 27-6111   ○ 

パナランド天草 本渡町本戸馬場 1001-1 22-8660 ○ ○ 

㈱ベスト電器 牛深店 牛深町 1551-49 72-2111 ○   

㈱ベスト電器 天草本渡店 大浜町 7-7 23-7211 ○ ○  

メガネスーパー天草 今釜町 16-19 23-7854  ○ 

メガネの三城 イオン天草店 亀場町食場 740 イオン天草１階 27-6708   ○ 

森山電機 本渡町本渡 2591 23-0114 ○   

天草市役所 本庁 東浜町 8-1 32-7861 ○  

天草市役所 牛深支所 牛深町 2286-103 73-2111 ○  

天草市役所 有明支所 有明町赤崎 3383 53-1111 ○  

天草市役所 御所浦支所 御所浦町御所浦 3527 67-2111 ○  

天草市役所 倉岳支所 倉岳町棚底 1919 64-3111 ○  

天草市役所 栖本支所 栖本町馬場 179 66-3111 ○  

天草市役所 新和支所 新和町小宮地 534-1 46-2111 ○  

天草市役所 五和支所 五和町御領 2943 32-1111 ○  

天草市役所 天草支所 天草町高浜南 488-1 42-1111 ○  

天草市役所 河浦支所 河浦町河浦 5253 76-1111 ○  

天草市複合施設（ここらす） 浄南町 4-15 27-7788 ○  

 
※50音順、敬称省略、令和 3年 1月 31 日現在 

 
一般社団法人ＪＢＲＣ、一般社団法人日本電池工業会のＨＰより引用 
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在宅で行われる療養のために不要になったごみは、下記のとおり 

正しく出していただきますようお願いします。 

 
 

『 鋭利でないもの（針以外の部分） 』 

・バッグ類（輸液、畜尿、ストーマ（人工肛門）、CAPD、栄養剤など各種バッグ） 

                   
・チューブ類（吸引チューブ、CAPD チューブなど各種チューブ） 
 ※針がついている場合は、切り離して針以外の部分を30 ㎝以内になるように切って排出します。 

    ・カテーテル類（導尿カテーテル他） 

                                 

 ・注射筒（ペン型自己注射カートリッジ ※針以外の部分） 

    

・注射器（経管栄養などの注入器 ※針以外の部分） 

     

・ガーゼ、脱脂綿、紙おむつ類           

 

※お願い・・排出する際には、新聞紙や小袋等で包んでから「燃やせるごみ」に出してください。 

      在宅医療廃棄物は、 (プラマーク)がついているものも「燃やせるごみ」に出してください。 
 

 

『 鋭利なもの（出せないもの） 』 

    ・ペン型自己注射針、血糖自己穿刺針（インスリン自己注射の針など） 

             

・医療用注射針、点滴針 

       

・医師の指示により、感染性があると判断された胃腸医療用注射針、点滴針 

【お問合せ先】天草市 市民生活部 市民環境課 廃棄物対策係 TEL0969-32-7861 

（令和２年4 月現在） 

※栄養剤バッグ ※CAPD バッグ 

※チューブ類 ※カテーテル類 

※ペン型自己注射カートリッジ 

※栄養剤注入器 

 

 

※紙おむつ類 

※使用時 ※廃棄時（針ケース装着時） 

※ 
※点滴針 

 

※医療用注射器 


